
 

医大情第  ３６ 号 

令和 3 年 4 月 23 日 

 

 各 所 属 長  様 

 

                              附属総合情報センター長 

 

   令和３年度情報セキュリティ担当者等の指名について（照会） 

 このことについて、令和３年４月１日に施行した本学情報セキュリティ対策規程第 14 条

において、各所属等の長が「情報セキュリティ担当者」及び「情報システム担当者」を指名

することが定められております。  

 当該担当者は、本学の情報セキュリティ対策強化を図るための要職となっております。  

 つきましては、当該担当者を指名いただき、次のとおり報告をお願いします。 

記 

１ 情報セキュリティ担当者等の指名について 

（１）報告期限 

令和 3 年 5 月 12 日（水）（※期限厳守にご協力をお願いします。） 

（２）報告内容 

   ・各所属における、「情報セキュリティ担当者」及び「情報システム担当者」の指名 

   ・各所属の長の確認 

（３）報告方法 

   別添の記載要領のとおり。  

２ 令和２年度からの変更点 

「情報システム担当者」の指名を追加。（別紙参照） 

３ 添付資料 

（１）当該規程に基づく各所属の執行体制について  

（２）記載要領 

（３）調査表様式（記載例） 

（４）調査表様式 

（５）所属コード一覧 

（６）「北海道公立大学法人札幌医科大学情報セキュリティ対策規程」 
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